
業務の複雑化、抱えるリスクの急激な拡大・多様化が進む中、当金庫では保有する様々なリスクを総合的に把握・
管理し、適切なリスクテイクとコントロールにより適正な収益を確保するとともに、各リスクに対する管理手法の
高度化により、統合的リスク管理態勢の確立を目指して取組んでいます。

具体的には、リスク管理規程に基づき、期初にリスク管理計画を策定したうえで、毎月開催するリスク管理委員
会にて各種リスクを分析・検証し、必要に応じて対応策を講じるとともに、内部監査部門が適切性・有効性を監査
する態勢としています。

当金庫のリスク管理の目的は、持続可能なビジネスモデルを可能とする「健全性の確保」と「収益力の向上」であり、
その実現には、リスクを一定範囲内に抑制するだけでなく、目標達成に必要な収益を獲得するために「とれるリス
クはとる」、「とるべきでないリスクはしっかりと管理する」態勢が重要と考えています。

そこで、令和元年度のリスク管理計画では、目標達成のために進んで受け入れるリスクの種類と総量である「リ
スク・アペタイト」を明確にし、収益・資本・リスクを一体的に管理する「リスク・アペタイト・フレームワーク（RAF）」
の考え方を金庫経営に取り入れ、取組むこととしています。

リスク管理態勢の充実・強化
及び高度化に取組んでいます。

リスク管理への取組み
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リスク管理態勢

リスク管理体制

（令和元年6月30日現在）

■ 信用リスク

　「信用リスク」とは、与信取引先の倒産や財務状況の悪化等により、当金庫の資産価値が減少ないし消滅し、損失
を被るリスクのことをいいます。

（リスク管理の方針及び手続きの概要）
　信用リスク管理を業務上の重要課題の一つと位置づけ、融資業務の基本的な取組姿勢、融資基準等を定めた「ク
レジットポリシー」に基づき、次の通り信用リスク管理を徹底しています。
　信用リスクの評価については、小口多数取引の推進によるリスク分散のほか、与信ポートフォリオ管理として、
信用格付別、債務者区分別、業種別、及び与信集中によるリスク抑制のための大口与信先の管理等、さまざまな角
度からの分析により、信用リスク管理の高度化に努めています。
　また、当金庫は、信用リスク計量化システムを導入して信用リスクの計量化を行い、定期的に経営陣やリスク管
理委員会等に報告するとともに、信用リスク管理・運用における重要事項の協議検討を行い、適切な与信運営を実
施する管理態勢としています。

（貸倒引当金の計算基準の概要）
　貸倒引当金は、「償却・引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分毎に算定しています。破綻先及び実質
破綻先については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して
全額を引当金として計上しています。
　また、破綻懸念先については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残
額のうち必要と認める額に対して引当金を計上する方法と、キャッシュフロー見積法により引当金を計上しています。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しています。
　なお、全ての資産は、「自己査定基準」に基づき、営業店及び本部担当部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した内部監査部門が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて引当金の算出を行っています。

■ 市場リスク

　「市場リスク」とは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク要因の変動により、資産・負債（オフ・バランス
を含む）の価値が変動し損失を被るリスクをいい、「金利リスク」「為替リスク」「価額変動リスク」の３つのリスク
から構成されています。

（リスク管理の方針及び手続きの概要）
　資産・負債を統合的に管理するため、BPV法（注1）や統合VaR法（注2）等により市場リスクの状況を毎月把握、分
析し、リスク管理委員会等に報告するとともに、対応策を協議するなどリターンを踏まえたリスク・コントロール
態勢の整備を図っています。
　なお、ALMにより、金利の変動リスクをヘッジするための金利スワップ取引も行っております。

（注1） 「BPV（ベーシス・ポイント・バリュー）法」とは、金利が一定幅変動した時の時価変動額を金利リスク量として把握する手法です。
（注2） 「VaR（バリュー・アット・リスク）法」とは、「ある一定の確率で起こりうる将来の損失額の最大値」を計測する手法です。

■ 流動性リスク

　「流動性リスク」とは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流失により、必要な資金確保が困難にな
る、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク及び市場の混乱
等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより
損失を被るリスクをいい、「資金繰りリスク」「市場流動性リスク」の２つから構成されています。

（リスク管理の方針及び手続きの概要）
　金融環境の変化に即応するため、日次で支払準備資産の額を把握・管理するとともに、日次・週次・月次・四半
期毎の資金繰り計画を策定し、常に安定した資金バランスの維持に努めています。また、支払準備率（注）に応じて平
常時、懸念時、危機時に区分し流動性対応を定めるとともに、運用・調達及び資金調達余力の状況について、ALM
委員会等で協議し、業務運営に反映させるなどリスク・コントロール態勢の整備を図っています。

（注） 支払準備率＝ 
支払準備資産（現金・預け金・有価証券等）

定期性預金残高×10％＋流動性預金残高×30％
×100
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■ オペレーショナル・リスク

　｢オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外
生的な事象により損失を被るリスクをいい、具体的には、不適切な事務処理により生じる｢事務リスク」、システム
の誤作動等により生じる｢システムリスク」、風説の流布や誹謗中傷等により企業イメージを毀損する｢風評リスク」、
裁判所の判決により賠償責任を負うなどの「法務リスク」、ハラスメントや事故等により人材を逸失する「人的リス
ク」、不動産・動産（設備什器等）・備品等資産の毀損や、執務環境等の質の低下により損失を被る「有形資産リスク」
等が含まれます。

（リスク管理の方針及び手続きの概要）
　｢オペレーショナル・リスク｣ について、業務の健全性及び適切性確保の観点から、可能な限り抑制・回避すべき
リスクと捉え、｢オペレーショナル・リスク管理基準｣ により組織体制や管理の仕組みを整備するとともに、収集し
たデータを基にリスクの計量化に取組んでいます。
　また、リスクの計量化結果については、リスク管理委員会において定期的に分析・評価を行うとともに、理事会
への報告・審議等、経営陣への報告体制を整備しています。
　なお、オペレーショナル・リスク相当額の算定については、基礎的手法（注）を採用しており、今後、さらなる高
度化に向けて内部データの蓄積に取組んでまいります。

（注）「基礎的手法」とは、1年間の粗利益に15％を掛けた金額の直近3年間の平均値をオペレーショナル・リスク相当額とする手法です。
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リスク管理態勢

　様々なリスクのなかでも重要度の高い信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクについては、経営体力
の範囲内にコントロールするため、自己資本の一定額を配賦したうえでリスク量を計測し、統合的に管理しています。
　また、貸出金信用リスク、市場リスクは、統計的な計測手法で計量化しており、その限界及び弱点を補完するため、
適切なシナリオに基づくストレス・テストを実施し、経営に与える影響等を分析・検証しています。
　なお、連結対象子会社においては、リスクへの対応計画を策定のうえ、定期的に取組状況を管理しています。

　令和元年度は、自己資本の額461億円から、
国内基準の所要自己資本である自己資本比率4％
相当額149億円を控除した残額312億円を、各
リスク・カテゴリーに対して資本配賦のうえ残額
をバッファーとしています。
　なお、バッファーは、各リスクの配賦資本超過や、
未計測リスクの顕在化等への備えとしています。

各リスクに対する資本配賦（令和元年度）

統合的リスク管理

（単位：億円）
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バッファー 25億円

有価証券信用リスク 1億円

《参考》リスク・カテゴリーと計測方法
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　金融機関は、一般的に預金で調達した資金を貸出金等で運用し、その利鞘を収益としているため、市場金利の変
動により経営に大きな影響を受ける可能性があります。
　よって、金利と期間を有する資産及び負債については、銀行勘定の金利リスク量として、金利変動による経済的
価値の減少額を計測するとともに、VaR等のリスク量とは別に管理しています。
　なお、この銀行勘定の金利リスク量については、バーゼル銀行監督委員会が公表した「銀行勘定の金利リスク

（IRRBB）」に係る最終規則に基づき、平成31年金融庁告示第3号（2019年2月18日）による改正を受け、平成
31年3月末基準から金利リスクの定義と計測方法等が変更になりました。詳しくは、資料編の18 ～ 19ページを
ご覧ください。

（注）１．IRRBBとは、Interest Rate Risk in the Banking Bookの略です。
　　 ２．  EVEとは、Economic Value of Equityの略で、ΔEVEとは、当金庫が 

保有する純資産の経済的価値が一定の金利ショックにより減少する額を指し、 
3種類の金利ショックシナリオ（上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、 
スティープ化）で計測した中で最大の減少額となります。

（単位：百万円）

平成30年度

銀行勘定の金利リスク量（ΔEVE） 12,510

銀行勘定の金利リスク

インターネットバンキングのセキュリティ強化対策

リスク・カテゴリー 計　測　方　法

信用リスク
貸 出 金

モンテカルロ法により計測したVaRに、破綻懸念先の未引当額を加算し、不良
債権処理計画値を控除した金額をリスク量としています。
前提条件は、信頼区間99％、保有期間1年としています。

有 価 証 券 事業債・外国証券・株式の残高に、格付投資情報センター（R＆I）の格付別デ
フォルト率を乗じた金額をリスク量としています。

市場リスク

預 貸 金 等 分散共分散法により計測したVaRをリスク量としています。
前提条件は、信頼区間99％、保有期間240日、観測期間1年としています。

有 価 証 券
分散共分散法により計測したVaRから、有価証券のネット評価損益を控除した
金額をリスク量としています。
前提条件は、信頼区間99％、保有期間120日、観測期間1年としています。

オペレーショナル・リスク 自己資本比率規制における基礎的手法により算出した金額としています。

　インターネットバンキングのＩＤやパスワードを盗用し、不正送金を行う「インターネットバンキング不正
送金被害」が全国的に発生しており、また犯罪手口が悪質かつ巧妙化していることから、その被害件数及び被
害額は年々増加しています。
　当金庫では、インターネットバンキングをより安全にご利用いただくため、各種セキュリティ強化対策を実
施しています。

【個人のお客様】
①無料セキュリティソフト「Rapport（ラポート）」の提供

　Rapportは、ネットバンキングを狙ったウィルスを検知・駆除するセキュリティソフトです。Rapportは、
当金庫のホームページ（http://www.kure-shinkin.jp/）より無料でダウンロードできます。

②取引認証（トランザクション認証）サービスの導入
　取引認証（トランザクション認証）とは、専用のトークン等に振込先の口座番号を入力して生成した振込
先専用のワンタイムパスワード（注）を用いてお客様のお取引を認証するものです。
　入力した振込先（口座番号）以外へは振込ができないことから、犯罪者がお客様の振込先口座情報を犯罪
者の口座情報に書き換えて振込させるという不正送金を防止できます。

③振込限度額の設定
　万一、ネットバンキング被害に遭われた場合でも、その被害額を最小限に抑えるため、インターネットバ
ンキングの振込限度額を100万円に設定しています。

（注）ワンタイムパスワードとは、一定時間ごとに新しいパスワードに更新される一回限りの使い捨てパスワードのことです。

【企業のお客様】
①無料セキュリティソフト「Rapport（ラポート）」の提供

　個人のお客様と同様に、無料セキュリティソフト「Rapport（ラポート）」をご利用いただけます。
②電子証明書方式の導入

　「電子証明書方式」とは、電子証明書をお客様のパソコンに格納し、インターネットバンキングのログオ
ン時に「電子証明書」と「パスワード」にてお客様の本人確認を行う方式です。これにより、「電子証明書」
が格納されたパソコンを使用しない限りインターネットバンキングを利用することができませんので、万一
ＩＤ、パスワードが漏洩しても不正に利用される可能性は極めて低くなります。

③取引認証（トランザクション認証）サービスの導入
　個人のお客様と同様に、取引認証サービスを導入し、取引の安全性向上に努めています。
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